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　法務行政が抱えている課題は、組織犯罪対策、再
犯防止対策等による治安の確保、ヘイトスピーチ等
の様々な人権問題等への対応など、国民の皆様に
とって、どれも切実な課題です。
　その中でも喫緊の課題としては、2020年にオリン
ピック・パラリンピックが開催され、訪日外国人旅
行者数4000万人という新たな政府の目標も設定され
る中で、水際対策と円滑な入国審査を両立させるべ
く、体制の充実・強化に努めてまいります。
　技能実習法案、債権法改正、人事訴訟法の改正、
商法等の改正など、いずれも国民生活に密接に関わ
る大変重要な法案も、成立に全力を尽くしたいと考
えています。 写真左から、山岸憲司 理事長、斎藤義房（広報委員長）、金田勝年 法務大臣、

小川晃司（本誌編集長＝聞き手）、近江直人 理事（秋田弁護士会）、市毛由美子幹事長

　私は大蔵省主計局勤務時代、法務行政全般の予算
を担当し、法務行政が国民生活の安全・安心を守る
基盤を支える重要な責務を担う役所であることはよ
く承知していました。その大臣に就任することとな
り、大変身が引き締まる思いがいたしました。現在
は、日々、全力で職務に取り組んでいるところです。

身近でわかりやすい
法務行政を

インタビュー

金田勝年
法務大臣に聞く

平成28年11月14日　法務大臣室にて

Q 就任おめでとうございます。就任から３か月あ
まりがたちましたが法務大臣としての意気込み
をお聞かせいただけますでしょうか。

Q 重点的に取り組みたい課題は何でしょうか？

　先の通常国会で成立した刑事訴訟法等の一部を改
正する法律につきましても、引き続き、その趣旨を
踏まえた適正な運用に向けて必要な準備を進めてま
いります。

　法務行政を国民の皆様にとってより身近で分かり
やすいものとするためには、弁護士の皆様のお力添
えをいただくことが不可欠であると思っておりま
す。今後とも引き続き、法務行政への御理解と御協
力をお願いしたいと考えております。

大臣の発言内容は平成28年11月14日現在のものです。

Q 弁護士や弁護士会へメッセージをお願いします。
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【柳楽】　本日は司法修習
生の経済的支援のテーマ
についてお話をいただき
ます。はじめに皆さま方
からこのテーマに関する
関わりを中心に簡単に自
己紹介をお願いしたいと
思います。
【宮﨑】　衆議院議員の宮
﨑政久と申します。選挙
区は沖縄県第二選挙区で、浦添市、宜野湾市、中頭
郡という八市町村を地元としております。修習は47
期で、実務修習を那覇地裁の配属でやらせていただ
いて、そのまま沖縄弁護士会に登録をしています。
今も弁護士 6人で弁護士法人を経営しながら国会議
員をしています。司法修習生に対する経済的支援の
あり方については、司法を力強く導いていくために
は国費を掛けてしかるべきだという信念がありま
す。また私自身も給費にお世話になりましたのでそ
ういう原体験も含めて、あるべき司法の姿を作り上
げていきたいという思いから関わっておるところで
す。自由民主党の中でも当選以来法曹養成に関して
は事務局をずっと務めておりまして、司法制度調査
会・法曹養成制度小委員会の事務局長、それから今
は司法制度調査会という親会の事務局長をしながら
取りまとめをしております。党の中では法務の部会
長代理や、衆議院では法務委員会の理事を務めてお
ります。
【中村】　日弁連の今年度の担当副会長の中村隆で
す。修習期は40期です。私は日弁連で司法修習費用

給費制存続緊急対策本部が立ち上がった当時、札幌
弁護士会の修習委員長を務めており、修習委員長が
給費制対策本部の本部長代行を務めることとされて
いたものですから日弁連の給費制対策本部にも関
わってきました。札幌でずっと議論してきたのは、
宮﨑先生がおっしゃいましたが、やはり法曹という
のは三権分立の一翼である司法を担うものである、
よってその人材を養成するのも当然国の責務であ
る、したがって給費制の最終的受益者は国民である
と、こういうコンセプトで活動してきました。そう
いう経緯があり、日弁連副会長になった時もぜひこ
の問題を担当させてもらいたいと手を挙げた次第で
す。
【新里】　司法修習費用給費制存続緊急対策本部の本
部長代行の新里です。私自身は35期、仙台弁護士会
に登録して35年目になります。この問題については
仙台弁護士会の会長を経て、平成22年度から日弁連
常務理事として担当をさせていただきました。当時
は各地でデモをやりながら夏にはかなり汗をかいた
と思います。そして給費の 1年延長を実現したとこ
ろまでは良かったのですが、翌年私は東北弁連選出
の日弁連副会長になり、当然ながら担当を引き受け
て、残念ながら私の担当の際に貸与制が導入されて
いくことになりました。ちょうどその年の 5月に法
曹の養成に関するフォーラムが開催されたのです
が、 3月11日に東日本の大震災が起こり、私は被災
地にいたということもあってその問題と共にこちら
の問題にも取り組ませていただいて、平成24年の 6
月から本部長代行を務めて今 4年半ということで
す。毎月の日弁連理事会で「諦めたら終わりだ」と
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ずっと言い続けてここまで来たという感じです。
【萱野】　66期の萱野と申します。私はこの問題に当
事者の立場から取り組むビギナーズ・ネットという
団体の代表をしておりまして、平成23年のロース
クール時代から当時は学生の代表として関わってき
ました。私自身が貸与制のもとで修習した者でもあ
りますので、当事者の率直な意見を話せればと思っ
ています。

【柳楽】　具体的な中身の議論に入る前提として、貸
与制に移行した経緯についてざっとおさらいをして
いければと思います。まず2001年 6 月に出た司法制
度改革審議会の意見書で、将来的に貸与制への切り
替えや廃止をするべきではないかという指摘がなさ
れました。その流れにそって2004年12月に裁判所法
が改正され、2010年11月から貸与制に移行すること
が一旦決まりました。そもそもなぜ貸与制の導入と
いうことになったのかというところからお聞きした
いのですが、いかがですか。
【中村】　まず2010年頃までに司法試験の合格者を
3000人にするという司法制度改革審議会の意見書が
あり、これだけの合格者が出ると、国から修習期間
中にお金を出すということへの国民のコンセンサス
がなかなか得られないのではないか、また3000人と
なると財政的に今までのように給費を支えられない
のではないかということが背景にあったのではない
かと思います。
【柳楽】　できるだけ早期に3000人といわれていまし
たものね。その後、2010年に、給費制を 1年間延長
するという裁判所法の改正がなされました。このと
きに、法曹養成制度に対する財政支援のあり方につ
いて見直しを行うという趣旨の衆議院の法務委員会
での附帯決議というものもなされています。そして
法曹の養成に関するフォーラムが設置され、第一次
取りまとめが出たのですが、ここでは貸与制を実施
すべきだという取りまとめになり、そのまま2011年
11月についに65期の修習生から貸与制が始まったと
いう流れになっております。土壇場で 1年給費制が
延びた、それでも 1年しか延長されなかったのはど
ういう経過だったのでしょうか。
【新里】　延長になったのは、経済的事情で法曹を目
指せないのではないかといわれてきたそもそもの危
惧が、現象として見え始めてきたということがあっ
たと思います。貸与制に移行することで、修習生が
法科大学院の借金の他にさらなる借金を負わざるを
得ない。そうなると、一定の経済的な基盤がないと
法曹になれないのではないかという危惧の念が広
がってきた、そして法曹志望者の減少という状況が、
貸与制を導入する時期が近づいて現実のものになり
はじめた。それに対して日弁連としてはビギナー
ズ・ネットや市民連絡会と問題を共有しながら、短
い時間で67万筆の署名を集めた。そういう中で 1年
はまず見直してみようというところまでは成功し
た。ところが法曹の養成に関するフォーラムの中で
議論をしましょうという中で、中々フォーラムが立

ち上がらず、また、東日本大震災があって、国民の
関心からいうと、それらが非常に大きくなり、財政
的負担も大きいということで法曹養成の議論の中で
はやはり給費制は終わった議論ではないのかという
ことになった。結局 8月31日の段階で、法曹の養成
に関するフォーラムの中間とりまとめにおいて貸与
制への移行が決められてしまった。当時は非常に厳
しかったかなと、一度決めたことをまず導入してか
ら更に検討していこうということになりました。
【柳楽】　この時期の動きについては、国会や政党で
はどのような受け止め方がされたのですか。
【宮﨑】　これは基本的には、司法制度改革審議会に
おける大きな司法制度改革をしていこうという流れ
の中で始まってきたことで、司法制度改革の理念は
3000名という理念で動いていますので、その司法制
度改革の大きな理念を実現していこうということ
と、足元にある現実との調和を図っていく議論がさ
れて、皆様が運動をされていることがあって三党合
意になって 1年繰り延べした。私は当時議員ではな
いですがそういう風に理解をしています。
【柳楽】　2011年11月の新65期から貸与制がスタート
したわけですが、この貸与制がもたらしたもの、弊
害についてはどうですか。
【中村】　現象的には法曹
志望者が激減していると
いうところがあります。
冷静に考えなければなら
ないのは、要因はなん
だったのかということで
す。我々は貸与制に移行
したことも要因であろう
と考えています。その他
にも法科大学院の経済的
な面や、司法試験の合格
率の問題、それから弁護
士の活動領域の問題等いろいろとあると思います。
ただ貸与制自体がひとつの要因であることは否定で
きないと思います。法曹志望者の激減がこれからも
続いていくと司法自体が危機的な状況になってい
く。この対策としては今、国が貸与制を見直すこと
によって、法曹志望者減少をストップさせるメッ
セージを出していただくことが必要かと思います。
【柳楽】　社会人経験者の志願者が当初と比べて大き
く減っています。すでに収入のある社会人が投ずる
時間的、経済的コストに対してのリターンが見合っ
ていないのではないかという認識が広がってきた。
そのリスクとコストの部分に、法科大学院の授業料
の話と、貸与制があると思います。
【中村】　司法制度改革審議会で議論されていた当時
は、これからの日本は、事前規制型社会から事後救
済型社会へ転換をしていくのだと考えられていまし
た。そうなると事後救済ですからいろんな紛争が出
てくる。その中で法律家、法曹が担わなければなら
ない場面というのはいろいろ出てくるのだと言われ
ていたわけです。それが必ずしもそういう社会にな
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らなかったということはあります。御紹介のとお
り、確かにいろいろな方々が法曹を目指していまし
た。例えば某企業の知財部にいた方、アナウンサー
の方など、多様な方々が法曹を目指していました。
ところが今は活動領域が思ったほどなかったり、活
動領域の開拓に時間がかかっているということも
あって、社会人経験者が減少しています。これは非
常に問題だと思います。
【柳楽】　もともと司法を強くするという理念で始
まったものなのに、法学部を受ける人も減っている
というデータも出ています。
【宮﨑】　司法制度改革を実現した頃はこれからのグ
ローバリゼーションにどうやって立ち向かっていく
かということを様々な業界が考えて、改革ブームが
起きたわけですね。その時に司法の領域でも、いわ
ゆるリーガルプロテクトの在り方も事後救済型にな
るから、プレイヤーが必要だろう、じゃあ弁護士の
数が足りないじゃないかという議論が起こった。そ
の当時は司法試験合格者が年間500人で、司法アク
セスも容易ではなかったし、法曹業界に対して、既
得権益を守って高収入を得ているという社会的なイ
メージがないわけではなかった。その中でどうやっ
て司法や法曹が活動領域を拡大してグローバル化し
ていく社会に貢献していくかという議論の中で、私
は日本人の気質や日本社会の本質への配慮のような
ものを捨象して飛ばしすぎたかなと思うところがあ
ります。規制の在り方が変わっても紛争が多発する
ような社会にはならない国民性ではないかと思いま
す。
【柳楽】　貸与制によってもたらされたものとして、
修習の現場やロースクールの現場でどんなことが起
こっていますか。
【萱野】　まず大学生か
ら、やはり経済的な負担
がすごく重いということ
を聞きます。時間的・経
済的な負担に耐えられな
い。修習生は本当に1000
万を超す借金を負ってい
る人が珍しくないような
状態で、さらに弁護士人
口が増えたことで弁護士
を取り巻く状況も変わっ
て将来も非常に不透明だ
というところで、こんな状況では目指せないという
声が本当に多いです。それはもう数字にも表れてい
るとおりではないかなと思います。また、司法試験
に合格したけれど、司法修習に行かない修習辞退者
も毎年出ています。修習辞退者は昔からいたわけで
すが、かつては公務員になりたいけどお試しで司法
試験を受けるという人などがいたと思いますが、今
は原則的にロースクールを出て、または予備試験に

合格して、司法試験に合格しているわけで、お試し
で司法試験を受けられるような環境になく、修習を
辞退する重みというのは、昔とは全然違うのではな
いかと思います。数はそんなに多くないですが、家
庭の経済的な事情などで、これ以上借金をできない
ということで辞退する人も実際にいます。後は修習
生になってからのことですが、貸与制なのでキャッ
シュとしてはお金が入ってくるのですが、借金なの
で支出をすることに対する躊躇というのが目立つよ
うになっています。勉強のための書籍代を節約せざ
るを得ないとか、学習会への参加が減ってしまうと
いうことがあります。副次的なことなのですが、無
収入だから修習先で住居を借りることができなかっ
たり、保育園に入れたくても学生と同じ順位になっ
てしまってなかなか入れられないなど、このような
無給の人というのが国全体を見てもかなりイレギュ
ラーな存在なので、そこで予想できないような弊害
も生じています。
【柳楽】　修習生は修習専念義務を課せられているの
に、そういう状態ですからね。給費制だった頃は、
司法試験に合格さえすれば給費をもらって勉強がで
き、将来も約束されている一発逆転の道でもあった
わけですが、今はそういう感じではないですね。
【萱野】　私も合格した時にすぐ、貸与を受けるため
の保証人が二人必要だということで悩みました。保
証人は一定程度の収入が二人ともなければならない
ということで、うちは父親が一人目の保証人になっ
てくれましたが、母は収入がそんなになかったの
で、二人目の保証人を誰にお願いしようかと困りま
した。結局遠いおじさんに頭を下げに行ったのが非
常に印象的で、試験に受かってうれしいということ
はあるのですが、もろ手を挙げて喜んでという状況
ではなかったなと思います。

【柳楽】　最近は報道などでも、司法試験の合格者が
発表されるたびに法曹志望者が減っているという記
事が書かれていると思いますが、そういう状態をか
なり重く受け止める流れが一つの動きになってきた
かなと思います。貸与制が導入されてから現在に至
るまでの経緯というものを軽くおさらいして進みた
いと思います。まず貸与制が始まってから最初のオ
フィシャルの動きとしては2012年 7 月の裁判所法改
正で、経済的困窮者に対する返還猶予というものが
少し付け加えられました。そのあと法曹養成制度改
革推進会議決定（2015年 6 月30日）で、司法試験の
合格者数について、「当面、これより規模は縮小す
るとしても、1500人は輩出されるよう必要な取り組
みを進め」という文言が書かれるとともに、「法務
省は最高裁判所等との連携・協力の下、…司法修習
生に対する経済的支援の在り方を検討するものとす
る」という決定が出されたわけです。それを踏まえ
て2015年12月に、法曹養成制度改革連絡協議会が発
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足いたしました。そして経済状況調査が今年の 3月
に実施され、この結果が 7月の連絡協議会で報告さ
れました。一方、2016年 5 月には自民党の司法制度
調査会において「法の支配を基盤とする日本型司法
制度」という中間提言がだされ、その中で「司法修
習過程における経済的支援を拡充・強化する必要が
ある」と明記されました。その直後、政府のいわゆ
る「骨太の方針」の中にも「司法修習生に対する経
済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化」という
文言が盛り込まれました。そして、給費の実現・修
習手当を求める国会議員メッセージの数は両院議員
717人中453人（2016年12月 6 日現在）と 6割を超えている
状況です。ここまで国会議員の皆様の応援をいただ
ける状況になったわけなのですが、どのあたりが
ターニングポイントになったかお聞きしたいのです
が、まずは日弁連はどう分析していますか。
【新里】　日弁連からする
と法曹養成をめぐる審議
会、検討会が開かれてい
る中で実態を踏まえた検
討がなかなか進まない一
方で、国会議員の先生方
が熱心に議論をしてくだ
さっているのではという
思いがあって、2014年の
12月から国会議員の応援
メッセージを集めようと
いうアイデアが出て、取
組みを始めました。これまでもいろんな集会をさせ
ていただいて、メッセージや御挨拶をいただいたり
するのですが、それらが集約されず、どれだけの国
会議員の先生が応援してくださっているのかよくわ
からない。そこで運動の見える化をして私たちがこ
うした賛同を得て運動の力にしていきたいという思
いの中で始めさせていただきました。これは国会議
員の先生方ともやり方をご相談させていただきまし
た。例えば署名を出すのにはハードルが高い場合に
も、関心が高いという応援メッセージであれば、議
員個人の意思で議員自身の言葉を書くことができる
ということで意外にも集めることができた。また、
メッセージに顔写真が入ることで、この人が何か
語っているように見える。ああ本当に応援してくれ
ているんだなと見えてきて、これを持っていくと今
まで関心のなかった先生もこの問題に関心を持つ
きっかけになりました。そうすると熱心に取り組ん
でくださっている先生方も党内の取りまとめの中で
やりやすくなるのではと考えました。この運動は、
日弁連、弁護士会、弁政連とビギナーズ・ネットと
の連携によって地道に続けてきました。そういう地
道な運動をすることで、100人集まったあたりから
流れが変わってきました。やっぱり法律を変える政
治の世界の方が法曹の世界についても非常に関心を

持っていただき、応援してくださっているという姿
が目に見える形で出てきた。そこで一つ変わってき
たのかなと思います。そして、それとともに、責任
のある立場の議員の先生方が現場の声を踏まえてご
尽力いただき、説得してまとめていってくださった
と思います。それらが一つ一つ積み重ねられ、一つ
は2015年 6 月の推進会議決定の中では経済的支援の
「在り方を検討」という形だったのですが、骨太の
方針では「司法修習生に対する経済的支援を含む法
曹人材確保の充実・強化」という形で、今の課題に
まで引き上げていただいた。そういう流れだったの
かなと思います。
【中村】　それと同時に例えば日本医師会、日本歯科
医師会や財界など全国にいろいろな団体があります
が、この団体の方々にも経済的支援の実現に対して
賛同いただき、署名やメッセージを寄せていただき
ました。これもひとつのターニングポイントになっ
たのではと思います。
【柳楽】　地道な活動の一番地道なところをやってき
たビギナーズ・ネットの萱野さんはどうですか。
【萱野】　本当に地道なところでいえば、挨拶運動と
いうものがありまして、国会開催中は週に二回、参
議院議員会館の前でビギナーズ・ネットのテーマカ
ラーである水色のTシャツを着て、通行する議員の
方や秘書の方に笑顔でご挨拶をするというだけの活
動を 5～ 6年続けています。
【柳楽】　そこに立っているだけで目に留まりますか
らね。
【萱野】　そうです。特にメガホンを使って訴えるわ
けではないので、逆に皆さん珍しいようで、気にし
ていただいて、議員さんも次第に声をかけてくだ
さって、その時にこういう問題でお願いをしている
ことがあるのですというと、じゃあ今度議員会館の
中に来ないかということで、話を聞いてもらったり
することがありました。それは非常に地味な活動
で、今もずっと続けています。
【柳楽】　ビギナーズ・ネットは他にどういう活動を
されていますか。
【萱野】　ただ外にいるだけではやっぱり声は伝わら
ないので、先生を見つけて議員要請活動を続けてお
りまして、今はメッセージ集めもありますし、国会
議事堂を見たことがない大学生を連れて行って、緊
張しながら自分たちの声で、国会議員の先生方に当
事者の声を伝えています。他にも、院内集会で修習
を辞退する辞退者に来ていただいて、発言をしても
らったり、マスコミへの取材協力でテレビ、新聞な
どに何度も取り上げてもらっています。また、最近
は「ベンゴマン」という冊子を出版しました。市民
の方にこの問題を漫画を使ってわかりやすく伝えよ
うと、前半は漫画で後半は真面目な記事を盛り込ん
で出版しました。議員の皆さんにもお配りしていま
す。「ベンゴマン」の配布活動にあたっては、弁政
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連の懇親会に学生と二人で青いTシャツを着て参加
させてもらって、「ベンゴマン」を何としても国会
議員の先生に読んでもらいたいとお願いをし、弁政
連の皆さんからたくさん費用のカンパをしていただ
きました。
【柳楽】　ビギナーズ・ネットの地道な活動と日弁連
執行部の連携という点ではどうですか。
【中村】　もちろん執行部がやらなければならないこ
とはいろいろあるわけです。国会議員の先生と関係
省庁などとの協議があるわけですが、これは我々が
行ってお願いするだけで実現するものではなくて、
やはり国会議員の先生、ビギナーズ・ネットの皆さ
んが地道にやっていただいている。国会議員の先生
がいろいろなところでやっていただいている。これ
を我々は受けてエネルギーにして交渉や要請にいっ
ている。まさに全員がチームでこの要請活動をおこ
なっているというところだと思います。
【柳楽】　そうした各運動の連携、それを国会議員の
側から見てどうでしたか。
【宮﨑】　私も国会議員に
なって 4年しかたってい
なくて、それまでは弁護
士会の会務もやっていま
したし、ビギナーズ・
ネットも頑張っているこ
とは以前から知ってはい
ましたが、実際に目の前
で見ると、この人たちの
思いに応えなければとい
う思いを非常に強く持ち
ました。もちろん、日弁
連の先生方も一生懸命やっていると認識していま
す。私が地元や国のために国会議員としてやらなけ
ればならない課題がたくさんある中で、これは私が
やるべき問題だと思っていました。それはなぜかと
いうと、若い人が法曹の道を目指さなくなって、法
学部の志願者自体が非常に減っているという現実が
あります。法曹という三権の一翼を担う分野に人材
が来なくなるということは、日本という国の将来を
考えたときに大いなる問題だと思います。「問題を
課題に置き換えて、課題を解決するために全力を尽
くす」というのが私のポリシーなのですが、そもそ
も司法制度改革に端を発しているこの問題への対処
は、自分の中で三部作として考えています。まず法
曹人口の問題で人数問題に方向性を示し、次に法科
大学院という問題に対処し、最後に経済的な分野に
関することをやっていく。これらのひとつひとつが
ものすごく重い課題なので順番にひとつずつ解決し
ていかなければと思いました。要するに給費制の問
題は現象であって、本当は日本人の中に法曹を目指
す人が減っていること、これを解決しなければなら
ない。そのためにとりあえずこの三つの問題をひと

つずつ解決していこうという取り組みを国会議員と
して始めました。実際ターニングポイントはどこに
あったのかというと、2014年に自民党で人数論を
1500人にするのをまとめきったところがひとつの大
きなターニングポイントだと思います。そして経済
的支援についてのターニングポイントは法曹養成制
度改革推進会議決定に司法修習生への経済的支援を
課題として書き込めたことだと思っています。ここ
が実は大きかったですね。
【柳楽】　今回、「骨太の方針」にも入りましたが、
後から追加されたような位置ですね。
【宮﨑】　もともと「骨太の方針」の原案にないもの
を後から書き込ませたというわけです。法曹養成制
度改革推進会議決定には文言が入っているわけです
が、今年実現しないと次いつ潮目がくるかわからな
い、今年絶対実現するという思いがあったので、骨
太の方針に入れるよう努力しました。我々自民党議
員が自ら党内でロビー活動をしました。また、「未
来への投資を実現する経済対策」でも同じようにロ
ビー活動をして会議で積極的に発言し、理解のある
先生のところにいったりしました。その中で書き込
むことに決着しました。

【柳楽】　そもそもこの運動をやっている原動力だと
思うのですが、司法修習の国家的意義についてはど
のようにお考えですか。
【宮﨑】　司法は三権の一翼を担っており、力強い司
法が日本の国益を増進するから国はもっと法曹人材
の養成を担っていくべきだということです。行政分
野では公務員により力強く仕事をしてもらわなけれ
ばならないので、就職してから研修を受けてもらっ
たり海外に留学してもらったり、国費をかけていろ
いろとやるわけです。同じように司法の分野を担う
法曹三者を養成する司法修習の段階で国費をかけて
人材育成し、力強い司法の担い手を作らなければな
らないということです。これは国家国民のためなの
です。
【柳楽】　自民党司法制度調査会の「法曹養成制度に
ついての中間提言」に「そもそも三権の一翼を担う
司法における人材養成の根幹をなす制度負担につい
て、本来財政的事情のみで私費負担とすべきではな
い。」と書かれていますが、これはおっしゃるとお
りだと思います。私が修習生時代に、ある東京地裁
の裁判官から「判決を書いているのは裁判官ではな
い。判決を作っているのは当事者代理人の弁護士
だ。弁護士の説得力と熱意によって裁判官が判決を
書いている。」という話をいただいたことがありま
す。確かに裁判所は事件が持ち込まれなければ裁判
ができませんので、その最高裁の判例も当事者が持
ち込んで当事者が主張、反論する中で生まれてくる
ものですよね。実際のベースを作っている弁護士は
在野の法曹です。在野の法曹がしっかりしていない
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とその健全な司法の機能というのはまわらないと思
いますし、弁護士を含めた法曹を国が育てることが
大切だと思います。
【中村】　宮﨑先生がおっしゃるとおり、私たちも同
じ思いでやっていると思います。まさに三権の一翼
を担う人材を国が養成するのは国の根幹を支える人
材を育成するために必要なのだという思いがあると
思います。
【柳楽】　もちろん国の財源も限りがあって財政上の
制約があるとは思いますが、国の予算配分から言っ
て、それほど大きな金額なのでしょうか。
【宮﨑】　いわゆる司法予算は少ない。経済産業省と
か厚生労働省とか政策官庁は政策予算をとるけど、
法務省とか最高裁判所はその予算のほとんどが人件
費です。ですから司法予算が少ないのも別に去年今
年そうなった話ではなくて、これまで国民の歩みの
中であったことなので、その中で今与えられた課題
の中に今後もっとより良い国を作っていけるかをと
もに努力しなければならないと思っているのです。

【柳楽】　最後に関係各方面へのメッセージをお願い
します。
【萱野】　最初は理念的な対立が大きくてビギナー
ズ・ネットとしても活動が難しかったわけですが、
私たちの立場からすると法曹への道を諦めていく当
事者がいるということが一番の問題だと思っていま
す。一度法曹を諦めた方はおそらく、制度が変わっ
ても戻ってこられないと思います。一刻も早くこの
課題を解決していただきたいです。
【新里】　さきほどご紹介がありましたビギナーズ・
ネットの冊子「ベンゴマン」の裏表紙には若い人の

声が掲載されています。それを見ながら、この運動
は法律家を目指す若者の当事者運動を日弁連が支え
ている部分があるなと感じています。ビギナーズ・
ネットの何千人という若い人たちの中に、社会を自
分たちの手で変えていくんだという強い意志を持っ
た、すごいエネルギーがあると思います。その人た
ちがきっと法曹の世界にも来てくれるでしょうし、
閉塞感がある社会を若い人が変える力になって、こ
の運動がいろんな意味で社会の活性化につながると
すごくいいことだなと思っています。
【中村】　この問題というのは三権分立の一翼を担う
司法の人材をどうやって養成するかという問題であ
り、国の形が問われている問題であると思います。
そのためには、司法を国民の方にいかに身近に感じ
ていただいて、この問題に関心をもっていただくの
かが大切だと思っています。
【宮﨑】　問題を課題に置き換えて課題を解決すると
いうことを言いましたが、修習手当で課題が解決し
たとしても、法曹に人が集まらないという問題はま
だ解決していないのです。日弁連の一員として言い
ますが次にやることはまだあります。弁護士になっ
てもいいことないかもしれないという雰囲気はだめ
で、活動領域の問題、法曹のイメージの問題なども
含めて取り組まなければならないと思っています。
ここには社会に貢献できる夢がある、人生がある、
理想がある、法曹にかける価値があると若い人に
思って頂けるようにならないと課題の解決にはいた
りません。次の課題はまだ解決していないと理解し
てもらいたいと思います。

（平成28年10月17日　於霞が関弁護士会館）
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懇談会報告

自由民主党（2016年10月18日）
平成28年10月18日、自由民主党との朝食懇談会が開催された。自民党からは、保岡興治憲法改正推進本部長、上川陽子司法

制度調査会長、古川俊治法務部会長、盛山正仁法務副大臣をはじめ、22名の国会議員が出席された。日弁連及び弁政連からは、
中本和洋会長、山岸憲司理事長をはじめ25名が出席した。
上川議員から司法外交についてお話をいただいた後、日

弁連からの説明・要請を受けて、各議員から、民事司法改
革、法曹養成制度（人材育成、修習生の経済的支援）、アジ
アの法整備支援、国際機関や国家機関における法曹の活用、
刑事司法のグローバル化、司法に関する地域別・専門分野
別の需要調査の必要性、犯罪被害者支援等についてお話が
あり、積極的な意見交換が行われた。 
 （企画委員会副委員長　関口 慶太）

民進党（11月 2 日）
11月 2日、民進党と日弁連・弁政連との朝食懇談会が開催された。民進党からは大串博志政務調査会長、小川敏夫
参議院議員会長、枝野幸男憲法調査会長、横路孝弘元衆議院議長をはじめ、18名の国会議員が出席され、日弁連及び
弁政連からは中本会長、山岸理事長をはじめ弁護士25名が
出席した。
法曹の国際展開、民事司法改革、刑罰制度改革に関し、

日弁連側の説明を受けて意見交換がなされた。民進党議員
からは、中小企業の国際展開への弁護士の支援を期待す
る、グローバル化の中で法曹の重要性が高まっており法曹
養成制度の改革が必要である等のご意見をいただくととも
に、憲法改正、TPP等の問題について継続的な意見交換の
ご希望をいただいた。 （企画委員会副委員長　石塚 大作）

公明党（11月 8 日）
11月 8 日、公明党との朝食会が開催された。公明党からは山口那津男代表、北側一雄副代表、井上義久幹事長、

漆原良夫中央幹事会会長をはじめ18名の国会議員が出席され、日弁連及び弁政連からは中本会長、山岸理事長をは
じめ弁護士24名が出席した。
中小企業の国際展開、民事司法制度の改革、死刑廃止宣

言を含む刑事司法制度改革について活発な意見交換がなさ
れた。公明党からは、法整備支援に関する法曹人材の育成
の必要性や、国際紛争解決機関の日本誘致の取組などが報
告された。また、死刑制度の廃止に関して、党として重要
なテーマとして検討していく旨の発言があり、世論形成や
被害者への配慮について言及がなされた。
 （企画委員会副委員長　岡本 正）

各政党との朝食懇談会
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日本弁護士連合会からの説明は、以下のとおりです。

当日の説明資料は、弁政連のサイト（http://www.benseiren.jp/）「活動日誌」から御覧いただけます。

法曹の国際展開 民事司法改革の諸課題
日弁連は現在、国際競争力の強化に向けた海外展

開の取組として、①日本企業の海外展開支援（中小
企業への法的アドバイスをする弁護士を紹介する制
度等）、②国際司法支援の取組（アジアにJICA等
と連携して専門家として弁護士を派遣する制度
等）、③国際機関における活躍（弁護士が国際機関
で働くために身に付けておくべき国際公法に重点を
おいた連続講座の開始等）、④国際交流の促進（2017
年 9 月に開催が予定されているローエイシア東京大
会へのご協力要請等）、⑤国際紛争解決（シンガポー
ルや香港と比較して脆弱な日本における国際仲裁の
人的・物的インフラ整備の必要性等）という五つの
課題に取り組んでいる。法曹の国際展開の基礎には
国内における民事司法改革と密接に関係する面があ
り、重要である。
 （日本弁護士連合会副会長　幸寺　覚）

日本の民事裁判制度は、依然として、時間と費用が
かかり、権利救済が不十分である。司法の役割を大き
くし、市民にとって身近で利用しやすい司法を実現す
るために、民事司法の改革が必要であり、その検討課
題は、証拠収集手続や損害賠償制度の拡充、増加する
家事事件への対応、行政訴訟改革等、多岐にわたる。
また、グローバル化の進展により国際取引が増加する
中、日本企業が遭遇する国際的紛争を日本で解決する
ことができれば、企業にとってもメリットが見込ま
れ、日本の経済発展・産業活性化にも繋がるだろう。
そのためには、裁判外で国際的紛争を迅速適正に解決
し得るよう、国際仲裁のインフラを人的・物的両面で
整備することも必要である。同時に、これらの改革を
支える人材として、グローバル化の中で活躍できる法
曹の養成と確保が課題である。
 （日本弁護士連合会副会長　小林 元治）



10
benseiren  news　No.47　平成29年(2017年) 1 月

盛山正仁 法務副大臣（自由民主党）

福山哲郎 民進党幹事長代理

古川俊治 自由民主党法務部会長

畑野君枝 衆議院法務委員（日本共産党）

山口那津男 公明党代表

福島みずほ 社会民主党副党首

第24回参議院議員選挙　当選祝賀会

平成28年10月18日、東京・紀尾井町の都市センターホテルにて弁政連主催の参議院当選
祝賀会が開催された。 7月の参院選で当選された議員のみならず、改選対象でなかった参
議院議員や衆議院議員の方々も含め、本人・代理出席あわせて64名もの議員にご参加いた
だき、盛大に祝杯があげられた。今回初当選した弁護士出身の 伊藤 孝江 議員（公明）及
び 山添 拓 議員（共産）は壇上で熱い抱負を語られ、また 元榮 太一郎 議員（自民）から
も丁寧なメッセージが届けられた。その他のご出席議員からは、司法修習生への経済的支援、
民事司法改革、法曹の国際化、集団的自衛権、憲法改正など、重要かつ多岐にわたる論点
についてご発言があり、日弁連・弁政連に期待する声が寄せられた。（幹事長 市毛 由美子）
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祝電・メッセージをいただいた議員

衆議院議員　門山　宏哲　千葉１区　自民　　　伴野　　豊　愛知８区　民進　　　松本　　純　神奈川１区　自民
参議院議員　元榮太一郎　千 葉 県　自民 （敬称略）

出席議員（本人出席太字）選挙区・所属政党
=2016年10月18日　当選祝賀会=

甘利　　明 神奈川13区 自民
石井　啓一 比例北関東 公明
石関　貴史 群 馬 2 区 民進
石田　真敏 和歌山 2区 自民
伊藤　　渉 比 例 東 海 公明
井野　俊郎 群 馬 2 区 自民
大串　博志 佐 賀 2 区 民進
逢坂　誠二 北海道 8区 民進
奥野　信亮 奈 良 3 区 自民
小倉　將信 東 京 2 3 区 自民
小沢　鋭仁 比 例 近 畿 維新
上川　陽子 静 岡 1 区 自民
亀井　静香 広 島 6 区 無所属
岸本　周平 和歌山 1区 民進
北神　圭朗 京 都 4 区 民進
北側　一雄 大 阪 1 6 区 公明
木原　　稔 熊 本 1 区 自民
左藤　　章 大 阪 2 区 自民
佐藤　英道 比例北海道 公明
塩谷　　立 静 岡 8 区 自民
柴山　昌彦 埼 玉 8 区 自民
田中　和德 神奈川10区 自民

棚橋　泰文 岐 阜 2 区 自民
津島　　淳 青 森 1 区 自民
津村　啓介 岡 山 2 区 民進
寺田　　稔 広 島 5 区 自民
長島　忠美 新 潟 5 区 自民
中野　洋昌 兵 庫 8 区 公明
西村　明宏 宮 城 3 区 自民
畑野　君枝 比例南関東 共産
初鹿　明博 東 京 1 6 区 民進
藤原　　崇 岩 手 4 区 自民
古川　元久 愛 知 2 区 民進
古田　圭一 比 例 中 国 自民
前川　　恵 比 例 東 京 自民
松本　　純 神奈川 1区 自民
三原　朝彦 福 岡 9 区 自民
宮路　拓馬 鹿児島 3区 自民
務台　俊介 長 野 2 区 自民
森　　英介 千 葉 1 1 区 自民
盛山　正仁 兵 庫 1 区 自民
山尾志桜理 愛 知 7 区 民進
山下　貴司 岡 山 2 区 自民
鷲尾英一郎 新 潟 2 区 民進

足立　信也 大 分 県 民進
伊藤　孝江 兵 庫 県 公明
魚住裕一郎 比 例 公明
岡田　　広 茨 城 県 自民
小川　勝也 北 海 道 民進
川田　龍平 比 例 民進
小西　洋之 千 葉 県 民進
谷合　正明 比 　 例 公明
西田　実仁 埼 玉 県 公明
二之湯　智 京 都 府 自民
福島みずほ 比 　 例 社民
福山　哲郎 京 都 府 民進
藤田　幸久 茨 城 県 民進
古川　俊治 埼 玉 県 自民
増子　輝彦 福 島 県 民進
真山　勇一 神 奈 川 県 民進
三宅　伸吾 香 川 県 自民
元榮太一郎 千 葉 県 自民
山口那津男 東 京 都 公明
山添　　拓 東 京 都 共産

 （敬称略・五十音順）

衆議院議員 参議院議員
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弁政連大阪支部は、平成28年 9 月23日、ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪において、大阪府選出の佐藤茂樹議
員、北側一雄議員、左藤章議員、佐藤ゆかり議員、國重徹議員、長尾敬議員、丸山穂高議員、神谷昇議員、清水忠
史議員、中山泰秀議員（以上、衆議院）、辰巳孝太郎参議院議員および伊藤孝江参議院議員（大阪弁護士会会員）
と懇談し、少年法適用年齢の引下げ、司法修習手当の創設、アウトリーチ活動について意見交換の実をあげまし
た。今後も継続して実施していく予定です。

弁政連が推薦し当選された議員の抱負
衆議院議員補欠選挙 (2016年10月23日施行)

敬称略

法曹志望者への支援を実現するとともに、法曹の夢と活躍の場を広げましょう。（さいとう）
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。本年がよき年になりますよう。（おがわ）
有為な人材が法曹を目指してくれる新しい制度の構築を急がなければなりません。（なぎら）

将来にわたって「法の支配」を実現していくために、今が大切な時だと感じます。（いとう）

編集後記

実施日 支　部 活　動　概　要

9月 1日 福島県
内堀雅雄福島県知事との懇談会を開催。知事からの県政報告を受け、弁政連側からは福島県弁護士会の東日本大震災・
東京電力福島第 1原子力発電所事故後の活動等を説明した。20期代のベテランから60期代の若手まで幅広く会員が参加し
て熱のこもった有意義な懇談会となった。

9月18日 佐賀県
自由民主党所属の佐賀県選出国会議員と懇談。今村雅弘復興大臣、岩田和親衆議院議員、古川康衆議院議員、山下雄
平参議院議員（いずれも本人）がご出席され、法曹養成問題などを中心に、法曹を取り巻く環境について意見交換した後、
懇親した。

11月13日 佐賀県 民進党所属の佐賀県選出国会議員と懇談。原口一博元総務大臣、大串博志政調会長ら（いずれも本人）が出席され、法
曹養成問題などを中心に、法曹を取り巻く環境等に関して意見交換した後、懇親した。

支部活動ヘッドライン　2016年 9月－11月

若狭　　勝
自由民主党
東京10区
国民のためにより良き
法律を世に送るべく今
後も邁進して参ります。

第70期司法修習生等就職合同説明会場に
国会議員政策担当秘書希望者向け相談ブースを開設
平成28年10月10日、東京流通センターにおいて開催された東京三

弁護士会の第70期司法修習生等就職合同説明会場に、弁政連の「国
会議員政策担当秘書希望者向け相談ブース」を開設した。衆参両院
議員の政策担当秘書経験を持つ企画委員会副委員長 5名（内 1名は
現職）が参加し、政策担当秘書の職業概要及び各自の体験等を交え
た具体的な業務についての説明を行ったのち、相談者からの質問に
答えた。相談者は計20名ほどであった。
政策担当秘書の制度を知らない相談者も少なくなかったが、弁護

士の活動領域拡大の一つとして政策担当秘書があることを知って、関心を示す相談者がほとんどであり、将来の
職業選択のきっかけとなったものと考える。 （企画委員会副委員長　金子 春菜）

大阪府選出国会議員等と懇談
 大阪支部 幹事長　福田 健次


